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総務部文書学事課 

県が保有する個人情報の目的以外の利用・提供に関する調査 集計結果 

 

１ 調査の概要 

 

（１）調査内容 

   平成 14 年度中に行われた、個人情報の保有目的以外の利用及び提供の事例を調査

した。 

   

長野県個人情報保護条例第８条では、第１項で個人情報の保有目的以外の利用・ 

提供を原則として禁止しているが、第２項で以下の場合に例外的に保有目的以外の

利用・提供ができると規定している。 

 
Ⅰ  法令等の定めにより提供しなければならない場合（第 1 号） 

Ⅱ  本人の同意がある場合（第 2 号） 

Ⅲ  国や県の機関等で使用することにつき相当の理由がある場合（第 3 号） 

Ⅳ  個人の生命、身体、財産の安全を守るため緊急かつやむをえないときその他

特別の理由がある場合（第 4 号） 

 

（２）調査対象 

   知事部局、議会、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、地方労

働委員会、収用委員会、内水面漁場管理委員会、企業局 

 

（３）調査期間 

   平成 15 年４月 30 日（水）～５月 12 日（月） 

 

 

２ 報告された事例 

  

 報告件数 ８９件 （別添「個人情報の保有目的以外の利用・提供に関する調査結果表」） 

 

Ⅰ （法令による提供）によるもの １０件 

 

主 な 事 例 提供した個人情報 提供した理由 

１ 建設事務所が保有する測量試験

費（賃金）情報の警察署への提供

（3 件） 

 

２ 婦人相談所が保有する婦人保護

状況等の地方裁判所への提出 

（2 件） 

 

 

３ 地方事務所税務課が保有する

不動産取得税に関する情報の市

町村への提供（1 件） 

 

氏名、住所及び賃金支

払額（提供数 4 綴） 

 

 

氏名、生年月日、性別、

住所、保護を求めた際の

状況及び執られた措置の

内容（提出数 2 件） 

 

氏名、住所、評点算出

表及び平面図 

（提供数 1,181 件） 

刑事訴訟法第 99条によ

る差押 

 

 

配偶者からの暴力の防

止及び被害者の保護に関

する法律第 14条による保

護命令事件の審理 

 

地方税法第 73 の 21 に

よる不動産価格の通知 



Ⅱ （本人の同意がある場合の提供）によるもの １２件 

 

主 な 事 例 提供した個人情報 提供した理由 

１ 地方事務所税務課が保有する自

動車税課税情報の市町村への提

供（3 件） 

 

２ 児童相談所及び知的障害者更生

相談所が保有する障害者情報の

公共職業安定所への提供 

 （3 件） 

 

氏名、自動車登録番号、

課税年度及び税額 

（提供数 10 件） 

 

氏名、生年月日、性別、

住所及び知能検査結果

（提供数 84 件） 

生活保護申請の際に官

公署へ調査することに同

意しているため。 

 

障害者の雇用のため本

人の同意を得て行ってい

るため。 

 

 

  

 Ⅲ （保有機関内部の利用及び保有機関以外の行政機関への提供）によるもの ６１件 

  

主 な 事 例 提供した個人情報 提供した理由 

１ 警察、検察庁への提供（39 件） 

(1)税務課が保有する自動車検査証

の記載内容の警察本部への提供

（1 件） 

 

(2)医務課が保有する准看護師知事

免許登録事項の警察署への提供

（2 件） 

 

(3)地方事務所林務課が保有する狩

猟者登録事項の警察署への提供 

（2 件） 

 

 

氏名、住所及び自動車

検査証の記載内容 

（提供数 857,649 件） 

 

氏名、生年月日、性別、

免許種別及び登録事項

（提供数 2 件） 

 

氏名、生年月日、住所 

及び狩猟者登録事項 

（提供数 2 件） 

 

 

凶悪事件の捜査を円滑

に進めるため。 

 

 

免許登録者が違法行為

をしており、情報提供する

ことが適当であるため。 

 

銃刀法違反捜査のため

情報提供することが適当

であるため。 

２ 税関係機関への提供（14 件） 

(1)税務課が保有する不動産取得税

情報の税務署への提供（1 件） 

 

 

 

(2)保健所が保有する食品営業許可

に関する申請事項の国税局への

提供（1 件） 

 

 

 氏名、住所、権利義務

者及び物件の内容 

（提供数 37,418 件） 

 

 

 氏名、生年月日、住所

及び許可申請書記載事項 

（提供数 8 件） 

 

 国の通達（「国と地方団

体との税務行政運営上の

協力について」）に基づき、

国税の課税に必要なため。 

 

 滞納整理のため営業許

可申請事項が必要なため。 

３ その他の利用・提供（８件） 

(1)地方事務所税務課が保有する自

動車税身障者減免対象者情報の

町への提供（1 件） 

 

(2)建設事務所が保有する買収土地

に関する情報を企画局で利用 

（1 件） 

 

 

 氏名及び自動車税身障

者減免対象者の情報 

（提供数 122 件） 

 

 氏名、土地の地番、地

目及び買収単価 

（提供数 57 件） 

 

 福祉タクシー利用料補

助事業の確認のため。 

 

 

 地価調査のため。 



 

 Ⅳ （行政機関以外の者への提供）によるもの ６件 

    

主 な 事 例 提供した個人情報 提供した理由 

１ 弁護士への提供（３件） 

保健所が保有する食品衛生許

可事項の弁護士会への提供（3件） 

 

 

 

２ その他の提供（３件） 

税務課が保有する税理士登録

の欠格事項に関する県税情報の

税理士会への提供（1 件） 

 

 

 

氏名、生年月日、住所

及び許可申請書記載事項 

（提供数 4 件） 

 

 

 

 氏名及び欠格事項の有

無（提供数 16 件） 

 

弁護士法第 23 条の２に

よる報告の請求であるが、

許可申請者が違法行為を

行っているため。 

 

 

税理士法第４条に基づ

く登録審査に必要なため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


